
「次世代育成支援行動計画」と「こども・子育て支援計画」の目標事業量比較①

・次世代育成支援行動計画（後期計画） ・こども・子育て支援計画

H27 H28 H29 H30 H31

１号 人 39,626 39,612 39,630 39,626 39,627

２号 人 30,847 31,499 32,239 32,919 32,919

３号 人 22,223 23,205 24,056 25,010 25,010

延長保育事業 ２１６か所 ２５３か所 ３３１か所
登録児童数 6,479人

（H26.5.1）
→ 延長保育事業（時間外保育事業） 人 7,432 8,036 8,344 8,558 8,734

夜間保育事業 ７か所 ７か所 ７か所
入所児童数 265人
（H27.4.1）

休日保育事業 ２６か所 ２８か所 ２３か所 (※) 利用延べ人数 7,519人

病児・病後児保育事業 ３４か所 ３６か所 ３１か所 利用延べ人数 11,295人 → 病児・病後児保育事業（病児保育事業） 人日 40,749 40,800 40,852 40,903 40,953

放課後施策関連事業 ４４７か所 推進 ３９９か所 →

児童いきいき放課後事業 児童いきいき放課後事業

子どもの家事業 ２９３か所

留守家庭児童対策事業 留守家庭児童対策事業

１０６か所

(旧子どもの家事業は留守

家庭児童対策事業に移行)

参考数値事　　項
基準値
(H21)

実績値
（H27.4.1現在）

約42,000人 47,623人通常保育事業
約46,600人
(※)

29,491

事　　項 単位
確保方策

教育・保育
（幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育）

13,813 13,813高学年 13,813

低学年 人 29,491 29,491

13,813

目標値
(H26)

13,813

児童いきいき放課後事業
・留守家庭児童対策事業

29,491 29,491

人

資料１－３

家庭児童対策事業に移行)

地域子育て支援拠点事業 １０１か所 １０５か所 １０２か所 →

センター型 センター型

３５か所 ３４か所

ひろば型 ひろば型

７０か所 ６８か所

一時保育事業
（一時預かり＋特定保育事業）

５８か所 ７５か所 ６２か所 利用延べ人数 64,690人 →
一時預かり事業

（幼稚園在園児対象以外）
人日 82,732 90,185 94,258 97,759 95,424

幼稚園の預かり保育 推進 推進 推進
実施箇所 187園

（市立全59園・私立128園）
→

幼稚園における在園児を対象とした
一時預かり (預かり保育）

人日 984,059 979,942 992,588 989,843 990,595

子どものショートステイ事業 １２か所 １２か所 １２か所 (※) 利用延べ人数 260人 →
子どものショートステイ事業
（子育て短期支援事業）

人日 1,346 1,342 1,354 1,352 1,353

→ 就学前 人日 20,552 20,613 20,675 20,737 20,800

学童期 人日 5,555 5,570 5,586 5,603 5,619

（※H24.3  43,600人
　　から目標量修正）

　（※は、H27.3.31現在）
利用者支援事業 か所 24 24 24 24 24

妊婦健康診査事業 人 25,223 25,223 25,223 25,223 25,223

乳児家庭全戸訪問事業 人 19,728 19,685 19,801 19,782 19,783

養育支援訪問事業 人 987 987 987 987 987

活動件数　21,317件ファミリー・サポート・センター事業 ２４か所２４か所 ２４か所
ファミリー・サポート・センター事業
（子育て援助活動支援事業）

※以下は、量の見込みのみ算出

地域子育て支援拠点事業 か所 102 110 117 124 129



「次世代育成支援行動計画」と「こども・子育て支援計画」の目標事業量比較②

・次世代育成支援行動計画（後期計画） ・こども・子育て支援計画

事　　項
基準値
(H21)

目標値
(H26)

中間年見直し（H24）
後の目標値

実績値
（H27.3.31現在）

目標値
(H31)

里親等委託率 9.20% 10.80% 13.80% 11.68% → 15.30%

 小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム） ２か所 ６か所 １２か所 ９か所 → １２か所

小規模グループケア ８か所 13か所 １６か所 １４か所 → １９か所

地域小規模児童養護施設 3か所 7か所 ８か所 ７か所 → １２か所

情緒障害児短期治療施設 2か所 ３か所 － 2か所 → ３か所

児童家庭支援センター １か所 ２か所 － １か所 → ２か所

 児童自立生活援助事業（自立援助ホーム） 2か所 ３か所 － ３か所 → ６か所


